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	規則集（学内向け）
第01章 通則・学則 第02章 管理運営 第03章 総務 第04章 人事 第05章 財務 第06章 施設 第07章 教務 第08章 学生 第09章 研究・連携・国際交流 第10章 附属図書館・情報 第11章 スポーツイノベーション推進機構・学内共同教育研究施設等 第12章 申合せ事項等
	情報公開
情報公開制度 概要 請求できる人 企業、団体、個人を問わずどなたでもできます。 法人文書の範囲 本学の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録等であって、本学の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。本学の文書ファイルの一覧は以下からご覧になれます。 鹿屋体育大学法人文書ファイル管理簿（R5.3.31現在） 開示請求の方法 開示請求される方は、「法人文書開示請求書」(第1号様式) (PDF)に必要事項を記入し、提出願います。様式はこちらでも入手可能です。詳細は、「鹿屋体育大学法人文書公開基準」(PDF)を参照してください。 手数料 ※上記手数料は、現金または振込により、納付いただきます。 開示・不開示の決定 原則として、請求があった日から30日以内に決定します。 開示・不開示の判断基準 法人文書に、個人情報、法人等情報、審議検討等情報及び事務・事業支障情報などの不開示情報が記録されている場合を除き開示します。 異議申し立て 本学の不開示(部分開示)決定に不服がある場合には、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に、本学に対して申し立てることができます。 各関係規則等 各種情報公開請求様式 情報公開 窓口 ※土・日曜日、祝日、年末年始は除く 国の行政機関や独立行政法人などの情報公開・個人情報保護制度について 国の行政機関や独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示等手続きに関する案内を行っています。 総務省九州管区行政評価局 【ホームページ】情報公開・個人情報保護総合案内所

